
令和５年10月 国税庁 広報広聴室

これからの社会に向かって
令和５年度「税を考える週間」講演会・説明会資料

テーマ

皆様、こんにちは。

本日は「税を考える週間」の講演会ということで、「これからの社会に向かって」とい
うテーマで、私からお話をさせていただきます。

皆様には是非、くらしの中に様々な税が関係し、その税がどのように役に⽴っているか
を理解し、税について考えていただければ幸いです。



はじめに

はじめに、国税庁が実施している「税を考える週間」についてご説明します。

国税庁では、日頃から国⺠の皆様に租税の意義、役割や税務⾏政の現状について、より
深く理解してもらい、⾃発的かつ適正に納税義務を履⾏していただくために納税意識の向
上に向けた施策を⾏っています。

特に、毎年11月11日から11月17日までの一週間を「税を考える週間」とし、この期間
を中心に様々な広報広聴施策を実施するとともに、税務⾏政に対するご意⾒やご要望をお
寄せいただく機会としております。

今年の「税を考える週間」では、「これからの社会に向かって」をテーマといたしまし
て、国⺠の皆様に適正・公平な課税及び徴収の実現に向けた国税庁の取組をご紹介するこ
ととしております。

この「税を考える週間」の歴史を申し上げますと、昭和29年から、納税者の皆様の声を
税務⾏政に反映させるため、「納税者の声を聞く月間」を設けたことから始まります。

そして、昭和31年からは、苦情相談を重点項目として期間を「月間」から「旬間」に改
め、また、昭和49年には、「旬間」の全般的な⾒直しを⾏い、毎年同じ時期に⾏うことと
して「税を知る週間」に改称しました。

その後、平成16年からは、国⺠一⼈一⼈が、我が国をどのようにして支えていくのか、
公的サービスと負担をどのように選択するのかを含めて、税の在り方、国の有り様を真剣
に考えていただく時期に来ているという観点から、単に税を知るだけでなく、能動的に税
の仕組みや目的を考えてもらい、国の基本となる税に対する理解を深めていただくことを
明確にするため「税を考える週間」に改称しております。

このように、この取組は大変歴史のあるものです。

「税を考える週間」とは

趣旨
税の意義や役割について能動的に考えてもらい、
税に対する理解を深めてもらう

実施
期間 １１月１１⽇〜１７⽇

テーマ 「これからの社会に向かって」

「週間」
の

変遷

昭和29年〜 「納税者の声を聞く月間」
昭和31年〜 「納税者の声を聞く旬間」
昭和49年〜 「税を知る週間」
平成16年〜 「税を考える週間」

はじめに
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暮らしの中の税 ①

まず初めに、皆様から収めていただいた税⾦がどのように使われているのかということをお話させていただきます。
私たちの身の回りには、私たちが健康で文化的な生活を送るため、国や地方公共団体による多くの公共サービスが存在し

ています。
公共サービスの内容は様々ですが、その費用は、主に税⾦によって賄われています。つまり、必要な費用を、共通の会費

として私たちが負担しているのです。
私たちの生活に欠かせない、道路、上下水道、公園などの公共施設、いわゆる「社会資本」や、警察・消防、教育、社会

保険などの充実した「公共サービス」を利用する際に利用料がかからないのは、利用の有無にかかわらず、「税」という形
で私たちが負担し合っているからです。

一方、粗大ゴミの収集や、⾼速道路の利用など、一般のゴミの収集や一般道路の利用といった通常の公共サービスと異な
る場合は、そのサービス内容に応じて、利用する⼈が料⾦として費用を負担する必要があります。

参考に、国の歳出の中で、身近な財政支出がどれくらいあるのかご紹介します。
・ 警察・消防費（令和３年度）に、5兆2,963億円、一⼈当たり約42,201円、
・ ゴミ処理費用（令和３年度）に、2兆4,384億円、一⼈当たり約19,429円、
・ 国⺠医療費の公費負担額（令和２年度）に、16兆4,991億円、一⼈当たり約130,794円
となっています。

次に、公共施設について、皆様の身近なところとして、公⽴学校の教育費の公費負担額について、詳しく説明します。
税は、私たちの学校教育や科学技術の発展のために、役⽴てられています。
歳出のうち「文教及び科学振興費」が、学校教育や科学技術のために使われる予算です。
この「文教及び科学振興費」の中には、例えば、教科書の無償配付や全国学⼒調査の実施、国⽴大学法⼈・私⽴学校の助

成、スポーツ振興などのための費用や、公⽴学校の校舎改築などのための費用、経済的理由により修学が困難である優れた
学生などのための費用、将来に渡る持続的な研究開発などの科学技術の振興を図るための費用などが含まれています。

ところで、公⽴学校の児童・生徒一⼈当たりの年間教育費の公費負担額はどのようになっているのでしょうか。
令和２年度の調査では、公⽴学校の⼩学生では一⼈当たり約975,000円（月額約81,300円）、公⽴学校の中学生では一⼈

当たり約1,122,000円（月額約93,500円）、公⽴学校の⾼校生では一⼈当たり約1,063,000円（月額約88,600円）となっ
ています。

合計で約1,240万５千円もの⾦額が、児童・生徒一⼈当たりの⾼校卒業までの期間中における公費の負担となっているの
です。

（参考︓⾼校卒業までの期間中における公費負担額のイメージ）
⼩学生 約975,000円×6年間＝ 約5,850,000円
中学生 約1,122,000円×3年間＝ 約3,366,000円
⾼校生 約1,063,000円×3年間＝ 約3,189,000円
合 計 約12,405,000円

私たちの身の回りには、国や都道府県、市（区）町村による
「公共サービス」や「公共施設」があります

公共サービス
警察、消防、

ゴミ収集、福祉
など

「公共サービス」や「公共施設」を提供するためには、たくさんの費用がかかります

（公⽴学校の児童・⽣徒1人当たり）

●警察・消防費（令和３年度）
総額5兆2,963億円

（国⺠1⼈当たり約42,201円）

●ゴミ処理費用（令和３年度）
総額2兆4,384億円

（国⺠1⼈当たり約19,429円）

●国⺠医療費の公費負担額（令和２年度）
総額16兆4,991億円

（国⺠1⼈当たり約130,794円）

（国と地方公共団体の負担額合計）

年間教育費の負担額

身近な財政支出

小学⽣

中学⽣

高校⽣（全⽇制）

約975,000円

約1,122,000円

約1,063,000円

義務教育9年間で
約975,000円 x 6年 + 約1,122,000円 x 3年
＝約9,216,000円

高校3年間で
約1,063,000円 x 3年
＝約3,189,000円

約12,405,000円

公共施設
学校、公園、
道路、美術館

など

１. 暮らしの中の税 ①
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暮らしの中の税 ②
次に、「公共サービス」を支えるために集められている私たちの身の回りの様々な税について、ご説明いた

します。
税⾦と⾔っても、あまり馴染みがないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私たちの身の

回りには様々な税があり、皆様も色々なところで関わっています。
ご家族やご⾃身が、会社にお勤めしている場合やパートやアルバイトで働かれている場合には、会社から給

与が支払われていると思います。この場合、会社は毎月の給与やボーナスから所得税を差し引いて皆様の代わ
りに納付しています。

また、身近なところでは、買物などをした際に支払う消費税があります。この消費税は商品の販売やサービ
スの提供などの取引に対して、広く公平に課税される税で、消費者が負担し、事業者が納付することとなって
おります。

つまり、皆様が買物などをした際に払った消費税は、お店が消費税の申告をして、納付をしているというこ
とです。

このほか、清酒・ビール・ウイスキーなどのアルコール飲料には酒税が、たばこにはたばこ税がかかってい
ます。

参考に税の種類を記載してありますので、ご覧ください。
国税であれば、所得税、法⼈税、相続税、贈与税、消費税などがあります。
また、地方税であれば、道府県⺠税、事業税、⾃動⾞税、固定資産税、地方消費税、市町村⺠税、事業所税

などがあります。
この他にも様々な税があり、皆様も色々なところで税に関わっています。
繰り返しになりますが、私たちの身の回りの税には様々な種類があります。その税の分類について、ご説明

します。
税を納め方によって分類すると、直接税と間接税に分類できます。
直接税とは、所得税や法⼈税などのように、税を納める義務のある⼈と、その税を負担する⼈が同じである

税⾦をいいます。
間接税とは、消費税などのように、税を納める義務のある⼈と、その税を負担する⼈が異なる税⾦をいいま

す。つまり、間接税は、税を納める義務のある⼈の納めた税が、物やサービスの価格に上乗せされて消費者の
負担に移っていきます。 これを「租税の転嫁」といいます。

また、税をどこに納めるかによって分類すると、国税と地方税に分類できます。
国税とは、国に納める税⾦をいい、地方税とは、地方公共団体に納める税⾦をいい、更に道府県税と市町村

税に区分されます。
次に、税を何に課税するかによって分類すると、所得課税、消費課税、資産課税に区分されます。
所得課税とは、個⼈に対する所得税や会社に対する法⼈税などのように、所得と⾔われる利益に税を負担す

る能⼒を⾒出して、所得の大きさに応じて税負担を求めるものです。
消費課税とは、消費税や酒税、たばこ税等のように、物品の消費やサービスの提供などを対象として課税さ

れる税をいいます。
資産課税とは、相続税や贈与税、登録免許税、印紙税等のように、資産の取得や保有などに着目して課税さ

れる税をいいます。

私たちの身の回りには、さまざまな税があります
酒税・たばこ税所得税 消費税

参 考 税の種類

所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、
⾃動⾞重量税、印紙税、登録免許税、関税など

道府県⺠税、事業税、⾃動⾞税、固定資産税（特例分）、地方消費税
不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税など

市町村⺠税、固定資産税、事業所税、軽⾃動⾞税
市町村たばこ税、入湯税など

道府
県税

市町
村税

国税

地方税

税の分類方法

「何に対して課税するか」による分類

「納め方」による分類

「どこに納めるか」による分類

消費
課税

資産
課税

所得
課税

間接税直接税

地方税国税

会社でもらう給与明細書。所得税や
住⺠税が給料から差し引かれている。

清酒・ビール・ウィスキーなどの
アルコール飲料や、たばこには税が
かかる。

洋服や日用品を買ったりすると、
消費税がかかる。

１. 暮らしの中の税 ②
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納税の義務

次に先ほど説明しました、様々な公共サービスの費用は、税⾦によって賄われていると
いうことについて説明します。

日本国憲法第30条には「国⺠は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と定
められており、私たちがそれぞれの納税の義務を果たすことによって、様々な公共サービ
スは維持されており、私たちの社会は成り⽴っています。

また、憲法第84条に「あらたに租税を課し、⼜は現⾏の租税を変更するには、法律⼜は
法律の定める条件によることを必要とする」とあり、税⾦を私たちがどのように負担する
かは、法律によって定めることとされています。これが、租税法律主義です。

税に関する法律は、国会や地方議会で国⺠の代表である議員によって決定されておりま
す。

また、国の支出のあり方、いわゆる税の使い道についても、同様に、国⺠の代表である
議員によって決定されております。

ご承知のとおり、国⺠の代表である議員は、18歳以上の有権者が選挙で選んでおります
ので、皆様も税に関する法律や税の使い道についての決定に関与しているわけです。

納税の義務は憲法で定められています

予算案/税に関する法律案

議決

税に関する法律（税負担の方法）と税の使い道（予算）は、
国⺠の代表者である議員が決めています

選挙 納税

公共施設
公共サービス

国会 内閣

国⺠

⽇本国憲法
第 条30 国⺠は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

２. 納税の義務
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納税の必要性について

ここまで、税と国⺠生活との関係を説明いたしました。

そこで、なぜ「税⾦」は必要なのか、なぜ「納税の義務」が憲法で定められているのか、
ということを皆様に考えていただきたいと思います。

そうすると、税の本質というものがご理解いただけるのではないかと思います。

こちらに記載されているとおり、「税の本質」とは、
１つは、税は公共サービスの対価であること
次に、⾃らの代表が、国の支出のあり方を決めることと、⾃らが国を支える税⾦を負担

しなければならないことは表裏一体であること
最後に、税の使い道に対して関心を持つことも納税者として重要なこと

ということです。

そして、税の本質である「政治への参加と国を支える税⾦を国⺠が負担することが、対
になっていること」が、「⺠主主義の基本」であることを皆様にご理解いただければと思
います。

なぜ 「納税の義務」が憲法で定められているのか。

なぜ 「税⾦」が必要なのか。

⺠主主義の基本
政治への参加と国を支える税⾦を国⺠が負担することが、

対になっているのが、⺠主主義の基本である。

つまり、
税の本質とは…

⾃らの代表が、国の支出の在り方を決めることと、
⾃らが国を支える税⾦を負担しなければならないことは表裏⼀体

税の使い道に関心を持つことも納税者として重要

税は公共サービスの対価

３. 納税の必要性について
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国の財政

国税職員は、納税者の皆様に納税義務を履⾏していただき、税⾦を正しく納付していただくという税務⾏政
を執⾏する⽴場にありますが、税収だけでは皆様の「公共サービス」を支えることができない状況になってい
ます。

このため、税⾦の使い方と集め方の全体像を⾒ていく前に、日本の「財政」について、ご説明します。
国や地方公共団体が国⺠から公平に税⾦を集めて、様々な公共サービスを提供する活動を「財政」といいま

す。
そして、１年間で得た国の収⼊を「歳⼊」、支出を「歳出」といいます。
国の歳⼊は、主に税⾦と公債⾦で構成されており、令和５年度（当初予算）の国の歳⼊総額は約114兆4千億

円です。税収は合計で約69兆4千億円であり、全体の約60.7％を占めています。その一方で、全体の約31.1%
は「公債⾦」という国の借⾦で賄われており、元本の返済や利⼦の支払いなどの負担を、将来の世代に残すこ
とになります。

次に、国の歳出は、社会保障関係費と国債費と地方交付税交付⾦等で大部分を占めており、令和５年度（当
初予算）の国の歳出総額は約114兆4千億円です。

このうち社会保障関係費と国債費は年々増加している状況です。

（参考）
※ 「国債費」とは、国の借⾦の返済と利⼦の支払いです。
※ 「地方交付税交付⾦」とは、警察や消防の活動、ゴミ収集などの必要最低限の公共サービスが受けられる

よう、国が地方公共団体に支出するものです。

歳出の中で、最も大きい割合を占める支出は、社会保障の約37兆円で、年⾦、医療、介護、生活保護、少⼦
化対策のための費用などが含まれています。

皆様に身近な「消費税」は、この「社会保障関係費」に充てられることが決まっています。
社会保障の具体例を申し上げますと、例えば、年⾦の約13兆円であれば、20歳以上の全ての⼈が加⼊し、原

則65歳以上の⾼齢者の方が仕事を引退した後に受け取ることができる「国⺠年⾦」があります。この「国⺠年
⾦」については、月額１⼈当たり約6万6千円の年⾦支給額の半分を国が賄っています。（出所︓厚労省「令和
５年度の年⾦額改定について」）

医療で申し上げますと、けがや⼊院をしても、現役世代が３割、⾼齢者が１〜２割の⾃⼰負担で、病院で治
療を受けられるよう国が約12兆円を支援しています。

租

国債費
（国債を返したり利⼦を
支払ったりするために）

25兆2,503億円
（22.1％）

一般歳出
72兆7,317億円

(63.6%)

新型コロナ及び
原油価格・物価⾼騰

対策予備費
4兆円

（3.5％）

ウクライナ情勢
経済緊急対応予備費

1兆円
（0.9％）

防衛⼒強化資⾦繰⼊れ(＊)
3兆3,806億円

（3.0％）

１年間の国の収入を「歳入」、支出を「歳出」といい
国の予算の使い方は、国会で決められています

国の収入の約60.7%が税⾦です 国はすべての国⺠のために税⾦を使っています

国の一般会計歳出額 内訳（令和５年度予算）国の一般会計歳⼊額 内訳（令和５年度予算）

6

計・修正４. 国の財政

※「一般歳出」とは、歳出総額から国債費及び地方交付税交付⾦等を除いた経費のこと。
※「基礎的財政収支対象経費」（＝歳出総額のうち国債費の一部を除いた経費のこと。当年度の政策的経費を

表す指標）は、89兆5,195億円（78.3%）

租税
69兆4,400億円

(60.7％)

所得税
（個⼈の所得に対して

かかる税）
21兆0,480億円

(18.4％)
法⼈税

（会社などの所得に対し
てかかる税）

14兆6,020億円
(12.8％)

公債⾦
（国の借⾦）

35兆6,230億円
(31.1％)

消費税
23兆3,840億円

(20.4％)
その他

10兆4,060億円
(9.1％)

特例公債
29兆0,650億円

(25.4％)

建設公債
6兆5,580億円

(5.7％)

その他収⼊
9兆3,182億円

(8.1％)

歳出総額
114兆3,812億円

歳⼊総額
114兆3,812億円

うち防衛⼒強化の
ための対応

4兆5,919億円
(4.0％)

社会保障
（私たちの健康や生活

を守るために）
36兆8,889億円

（32.3％）
防衛(＊を除く)

（国の防衛のために）
6兆7,880億円

（5.9％）

公共事業
（道路や住宅などの

整備のために）
6兆600億円
（5.3％）

文教及び
科学振興

（教育や科学技術
の発展のために）
5兆4,158億円

（4.7%）

その他
9兆1,985億円

（8.0％）

地方交付税
交付⾦等

（地方公共団体の財政
を調整するために）
16兆3,992億円

（14.3％）

債務償還費
16兆7,561億円

（14.6％）

利払費等
8兆4,943億円

（7.4％）
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これからの社会と税 ①

先ほど、歳出の中で国債費のほか、社会保障関係費が年々増加していると説明しましたが、日本
は、主要先進国の中でも急速に⾼齢化が進んでおり、年⾦、医療、介護等の給付水準が一貫して増
加しています。他にも要因はありますが、これが国の借⾦が増大した主な要因の一つです。

社会保障給付の推移を⾒ますと、1971年以降急激に増加していることが分かります。

これからの日本社会を考えてみますと、少⼦⾼齢化が進むことで、⾼齢者を支える働く世代の一
⼈当たりの負担が増加していきます。

1965年（昭和40年）には、65歳以上１⼈に対し、20〜64歳は9.1⼈、
2020年（令和2年）には、65歳以上１⼈に対し、20〜64歳は1.9⼈で負担していますが、
2050年（令和32年）には、65歳以上１⼈に対し、20〜64歳は1.3⼈で負担することとなり、働

く世代の負担はますます大きくなることが予想されます。

このように、今後、豊かで安心して暮らせる未来のために、給付と負担の関係について私たち一
⼈ひとりが考えることが大切となっています。

高齢化による社会保障費の増加

借⾦の
増大

借⾦が増大した理由には、様々な事情がありますが、
主要先進国の中でも急速に高齢化が進んでおり、年⾦、医療、
介護等の給付水準が⼀貫して増加していることが主な要因です。

1965年
（昭和40年）

2020年
（令和２年）

2050年
（令和32年）

9.1人 1.9人

65歳以上1人に対し、
20〜64歳は

（年度）

（兆円） 医療・年⾦・介護等の費用の推移

2021年度
139兆円

1.3人

65歳以上1人に対し、
20〜64歳は

65歳以上1人に対し、
20〜64歳は

５. これからの社会と税 ①
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これからの社会と税 ②

この資料は、厚生労働省が作成した資料を加⼯したもので、ライフサイクルの中で、個
⼈単位での公共サービスから「受け取る分」の給付と「支払う分」の負担のイメージを分
かりやすく図示したものです。

公共サービスによる受益の中でも、社会保障による受益は⾼齢者、教育による受益は若
者が中心となっています。一方で、それを支える負担は、働く世代が中心となっています。
社会保障や財政は、国⺠全体で、お互いや国を支え合っていく制度ですので、支える時期
も支えられる時期も両方存在しています。

先ほども説明したとおり、今後も⾼齢化によって社会保障費の増加が⾒込まれ、支え手
となる働く世代も減っていく中、国の財政や社会保障制度を持続可能とするためには、給
付・負担両⾯で⼈⼝構成の変化に対応した制度へと改⾰していくことを考えなければなり
ません。

社会保障給付は高齢世代中心、負担は現役世代中心
ライフサイクルでみた給付と負担のイメージ

５. これからの社会と税 ② （年齢別でみる、公共サービスから「受け取る分」と「支払う分」のイメージ）
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これからの社会と税 ③

繰り返しになりますが、⾼齢化による社会保障費の増加や景気の低迷による税収の減少
を背景に、歳出と歳⼊には大きなギャップがあります。当然、歳⼊よりも歳出の方が多け
れば、その差を国の借⾦で賄うことになります。

歳出と歳⼊のギャップはいつからこのような状態となっているのでしょうか。
図をご覧ください。一般会計の税収と歳出を⾒ていただきますと、年々開きが生じてい

ます。平成以降、この歳出と税収の差が特に拡大し、借⾦が増加している状況になってい
ます。

国の借⾦（国債）は年々増え続けています

歳出と
歳入 歳出と歳入（税収）には大きなギャップ（財政赤字）があります。

⼀般会計における歳出・歳入（税収）の状況

５. これからの社会と税 ③

9

（兆円）

※ 平成30年度以前は決算額、令和５年度は予算額である。
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これからの社会と税 ④

歳出と歳⼊の大きなギャップが続いた結果として、国の借⾦である普通国債残⾼は年々増え続けています。
左のグラフをご覧ください。
毎年借⾦を続けた結果、国の借⾦は急速に積み上がっています。
令和５年度末の国債残⾼は約1,068兆円に達する⾒込みとなっております。
結果として、公債発⾏による借⾦は、将来の世代への負担の先送りとなっており、この国債残⾼約1,068兆

円は、税収約15年分に相当し、将来世代に大きな負担を残すことになります。
右のグラフをご覧ください。借⾦の国際⽐較を⾒てみましょう。
日本の借⾦総額は、１年間の経済活動の規模を表すＧＤＰの2.5倍以上に達しており、主要先進国の中で最悪

の水準となっています。

（参考）
※ ｢ＧＤＰ｣とは、国の１年間の経済活動の規模を表します。借⾦をどれくらい負担できるかは、

その国の経済活動の規模で変わってくるので、借⾦の水準はＧＤＰ⽐で国際⽐較されます。

国の借⾦が増大することの影響を何点か上げますと、借⾦の返済額が増加すれば、社会保障や公共事業、教
育などへの必要な支出を減らさざるを得なくなります。

また、負担が先送りされることで、将来の国⺠が受け取れる公共サービスなどが減少したり、負担が増加す
るおそれがあります。

更には、政府への信用が低下すると、お⾦を借りるためにより多くの利⼦を支払うこととなり、ますます借
⾦が膨らんでしまいます。

このように、財政赤字が拡大し、借⾦が積み上がると、様々な問題が生じます。
国⺠一⼈ひとりが予算の使い道を真剣に考え、どのようにして財政を運営していけばよいのか考える必要が

あります。

国の借⾦（国債）は年々増え続けています

歳出と
歳入

令和５年度末の普通国債残高は約1,068兆円と⾒込まれていますが、
これは税収約15年分に相当し、
将来世代に大きな負担を残すことになります。

借⾦の水準（借⾦総額÷GDP）

５. これからの社会と税 ④
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「受益」と「税負担」の在り方

これまでの説明で、皆様に、現在、日本のおかれている状況をご理解いただけたと思い
ます。

主要先進国と⽐較すると、日本の国⺠の負担は低いのが現状です。
今後更に⾼齢化が進むと、社会保障支出の増加が⾒込まれます。
持続可能な社会保障制度とするためには、どのような受益と負担のバランスをとってい

くべきか、国⺠一⼈ひとりがしっかりと考えていく必要があります。

受益と負担のバランス
「受益」（公共サービス）と「税負担」の在り方を考え、

国⺠（消費者）が選択する

受益と負担のバランス

日本の社会保障を主要先進国と⽐較すると、国
⺠の受益（社会保障支出）に⽐べて国⺠の負担
（税⾦と社会保険料）の水準は低く、現役世代
に対するサービスに必要なコストの負担を将来
世代に先送りしている状況が続いています。

⾼齢化に伴う社会保障支出の増加と国⺠の負担
の関係については、引き続き、国⺠全体で話し
合っていく必要があります。

11

計・更新更新なし６. 「受益」と「税負担」の在り方
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国税庁の取組について

本日は、今年の「税を考える週間」のテーマである「これからの社会に向かって」につ
いて、日本の財政を中心に話をさせていただきました。

歳⼊の大きな部分である税⾦については、確実に納税義務が履⾏されなければ、本日、
説明した財政を維持していくことはできません。

我が国の税⾦は、納税者の皆様が、⾃ら税務署へ所得などの申告を⾏うことにより税額
を確定させ、この確定した税額を⾃ら納付する申告納税制度を採用しています。

この申告納税制度が適正に機能するためには、第一に納税者の皆様が⾼い納税意識を持
ち、憲法・法律に定められた納税義務を⾃発的かつ適正に履⾏することが必要です。

そのため、国税庁では、｢納税者の⾃発的な納税義務の履⾏を適正かつ円滑に実現す
る。｣ことを使命として掲げています。

国税庁がその「使命」を果たすため、遂⾏すべき「任務」は、「内国税の適正かつ公平
な賦課及び徴収の実現」、「酒類業の健全な発達」及び「税理⼠業務の適正な運営の確
保」を図ることとされています。

国税庁がその「使命」や「任務」を果たすため、どのような組織を目指して組織運営を
⾏っていくべきかを示す「組織として目指す姿」や、個々の職員が日々の職務を⾏うに当
たって重視すべき規範・価値観を示す「⾏動規範」を取りまとめ、「国税庁の組織理念」
として職員に示すとともに、公表しています。

このような考えの下、私たち税務職員は仕事を⾏っていることもご理解いただければと
思います。

任務

税理⼠業務の
適正な運営の確保

使命 納税者の⾃発的な納税義務の履⾏を
適正かつ円滑に実現する。

3

内国税の適正かつ公平な賦課
及び徴収の実現

1

酒類業の健全な発達2

国税庁の取組

７. 国税庁の取組について
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国税庁 広報広聴室

ご清聴ありがとうございました

国税庁ホームページには、「税を考える週間」の特設ページを開設しておりますので、
更に詳しく国税庁の取組や税についてお知りになりたい方は、そちらをご覧ください。

また、財政については、財務省ホームページをご覧ください。

そして、「税を考える週間」において、ご家族やご友⼈と税について語り、考えていた
だければと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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